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備考 
 

１）図および表は建築物の高さ

の最高限度を定める高度地

区のみを表示しています。 
 

２）道路の沿線に指定がある場

合は、道路（都市計画道路の

場合は都市計画道路）から原

則として 20ｍの線が境界線

です。なお、水戸街道および

明治通り、丸八通り、浅草通

り、清澄通りは道路から 30

ｍの線が境界線です。 
 

 

 

変更する高度地区の概要 


